
平成２７年度地方税制改正（税負担軽減措置等）要望事項 

（ 新 設 ・ 拡 充 ・ 延 長 ・ その他 ） 

No ５ 府 省 庁 名  総務省          

対象税目 個人住民税  法人住民税  事業税  不動産取得税  固定資産税  事業所税  その他（       ） 

要望 

項目名 
空家の除却等を促進するための土地に係る固定資産税に関する所要の措置 

 

要望内容 

（概要） 

 

 

空家の除却・適正管理を促進するため、土地に係る固定資産税について必要な措置を講ずる。 

 

関係条文 

 

地方税法第３４９条の３の２ 等 

 

減収 

見込額 

［初年度］   －  （  －  ）  ［平年度］   －   （  －  ） 

［改正増減収額］  －                           （単位：百万円） 

 

要望理由 

（１）政策目的 

 適切な管理がされず放置され周辺の生活環境に悪影響を及ぼしている空家について、その除却・適正管理

を促進するための土地に係る固定資産税について必要な措置を講ずることにより、所有者による措置を促進

するとともに、市町村による空家対策を支援する。 

 

（２）施策の必要性 

空家の総数（H25 現在 820 万戸）は増加し続けており、今後とも、人口減少により全国的な空家の増加が

懸念される状況にある。空家の管理が不十分となると、火災、倒壊、衛生、景観等多岐に亘る問題が発生す

ることから、各地方公共団体による空家対策の重要性が高まっており、現在、空家対策条例が全国で355件

（H26.4時点）制定されている。  

このため、空家の除却・適正管理を促進し、市町村による空家対策を支援する観点から、固定資産税につ

いて必要な措置を講ずることが必要。 

本要望に 

対応する 

縮減案 

－ 
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合
理
性 

政策体系におけ

る政策目的の位

置付け 

27年度概算要求における政策評価体系図 

Ⅱ．地方行財政 

２．地域振興（地域力創造） 

政策の 

達成目標 

 適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の生活環境に深刻な影響を及ぼし

ていることに鑑み、市町村による空家等対策を支援し、もって公共の福祉の増進と地域の振興

に寄与する。 

 

税負担軽減措

置等の適用又

は延長期間 

－ 

同上の期間中

の達成目標 
－ 

政策目標の 

達成状況 
－ 

有

効

性 

要望の措置の 

適用見込み 
－ 

要望の措置の 

効果見込み 

（手段としての

有効性） 

 適切な管理がされないまま空家が放置されることについては、住宅の居住・管理実態を問わ

ず土地に係る固定資産税が軽減されていることが影響しているとの指摘があるため、空家の除

却・適正管理を促進するための土地に係る固定資産税について必要な措置を講ずることが、所

有者による措置を促進し、市町村による空家対策を支援するために有効である。 

相

当

性 

当該要望項目 

以外の税制上の

支援措置 

－ 

予算上の措置等

の要求内容 

及び金額 

空き家再生等推進事業 

：社会資本整備総合交付金（平成２７年度概算要求額1,064,372百万円）の内数 

：防災・安全交付金（平成２７年度概算要求額1,264,704百万円）の内数 

 

 

上記の予算上

の措置等と 

要望項目との

関係 

上記予算による空家の除却・活用費用の補助とあわせ、空家の土地に係る固定資産税につい

て必要な措置を講ずることにより、効果的に空家の除却・適正管理を進めることができる。 

要望の措置の 

妥当性 

適切な管理がされていない空家の除却・適正管理を促進するための措置として、本措置は的

確かつ必要最小限の措置である。 
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税負担軽減措置等の 

適用実績 
－ 

 

 

 

 

 

 

「地方税における

税負担軽減措置等

の適用状況等に関

する報告書」に 

おける適用実績 

－ 

税負担軽減措置等の適

用による効果（手段と

しての有効性） 

－ 

前回要望時の 

達成目標 
－ 

前回要望時からの 

達成度及び目標に 

達していない場合の理

由 

－ 

これまでの要望経緯 － 
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